
 会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例を公布す 

る。 

  令和２年１１月３０日 

 

 

                    墨田区長  山  本    亨    

 

墨田区条例第３８号 

 



   会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条

例 

第１条 会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例（令和元年墨田区条例第

１３号）の一部を次のように改正する。 

  第１６条第２項及び第３０条第２項中「に支給する場合においては１００分の１

１５、１２月に支給する場合においては１００分の１２０」を「及び１２月に支給

する場合においては１００分の１１５」に改める。  

第２条 会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部を次のように改正 

する。 

  第１６条第２項及び第３０条第２項中「及び１２月に支給する場合においては１ 

００分の１１５」を「に支給する場合においては１００分の１１２．５、１２月に 

支給する場合においては１００分の１１７．５」に改める。 

   付 則 

 この条例中第１条の規定は公布の日から、第２条の規定は令和３年４月１日から施

行する。 

 


